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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
  

 
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第174期 

第２四半期 
連結累計期間

第175期 
第２四半期 
連結累計期間

第174期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 115,857 104,789 230,575 

経常利益 (百万円) 6,482 8,091 13,906 

四半期(当期)純利益 (百万円) 9,062 6,434 12,796 

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 8,957 5,651 14,017 

純資産額 (百万円) 147,243 156,789 152,703 

総資産額 (百万円) 324,139 337,843 332,994 

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 

(円) 44.37 31.51 62.70 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 

(円) 44.36 31.48 62.68 

自己資本比率 (％) 45.2 45.8 45.3 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 11,803 10,467 29,082 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △3,751 △16,422 △9,564 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △8,680 5,019 △9,366 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) 11,535 22,102 23,158 

回次
第174期 

第２四半期 
連結会計期間

第175期 
第２四半期 
連結会計期間

会計期間
自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

自  平成24年７月１日 
至  平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 20.06 24.54 
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当第２四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な

変更はありません。  

また、主要な関係会社の異動は、下記のとおりであります。  

  
当第２四半期連結会計期間において、株式の取得により、大王製紙株式会社を持分法適用関連会社に

しております。 

  
平成24年９月30日現在では、当社の企業集団は、当社、子会社32社及び関連会社11社により構成され

ております。 

  
  
  
  
  
  
  
  

２ 【事業の内容】
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第２ 【事業の状況】 

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業のリスク」についての重要な変更はありません。  

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

なお、当社と当社の持分法適用関連会社である大王製紙株式会社（以下合わせて「両社」といいま

す。）は、平成24年12月31日までを期間として締結しておりました技術提携契約を終了し、これまでの成

果を踏まえ、従前からの両社の提携関係をより一層強固なものとし、提携範囲の拡大や内容の深化、発展

的な課題への取り組み等を両社が共同して進めていくことにより、両社が共に発展して企業価値を向上さ

せることを目的として、新たに平成24年11月14日付で総合技術提携基本契約を締結いたしました。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもの

であります。 
  

(1) 業績の状況 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要はあったものの、欧州

債務問題や円高の長期化、電力供給問題等、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループにおきましては、前年同四半期は印刷・情報用紙等の国内需要が低迷している中、東

日本大震災により代替供給が一時的に増加していたこと、また、当第２四半期連結累計期間では円高

等を背景に輸入紙の流通量等が増加していることもあり、国内販売数量が減少し、当第２四半期連結

累計期間の売上高は104,789百万円（前年同四半期比9.6％減）となりました。 

損益面においては、各種コストダウン、大王製紙株式会社の株式取得に伴い同社を当社の持分法適

用関連会社としたことに伴って発生した負ののれんを持分法による投資利益として計上したこと等に

より、当第２四半期連結累計期間の経常利益は前年同四半期比24.8％増の8,091百万円となりまし

た。また、四半期純利益は、前年同四半期においては当社の紀州製紙株式会社の吸収合併に伴い、税

効果適用後の税金費用が軽減したこと等があったことから、前年同四半期比29.0％減の6,434百万円

となりました。 

  

主なセグメント別の業績は、下記のとおりであります。 

  

① 紙パルプ事業 

紙パルプ事業につきましては、顧客サービスに努めて参りましたが、洋紙を中心とした販売数量

の減少により、減収減益となりました。 

 以上の結果、紙パルプ事業の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高    89,658百万円(前年同四半期比  11.1％減) 

営業利益     1,437百万円(前年同四半期比  61.9％減) 
  

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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② パッケージング・紙加工事業 

パッケージング・紙加工事業につきましては、全体的に厳しい受注環境下でありましたが東拓

（上海）電材有限公司が加わったことにより増収となり、各種のコストダウンもあり増益となりま

した。 

 以上の結果、パッケージング・紙加工事業の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高      10,755百万円(前年同四半期比   2.1％増) 

営業利益       364百万円(前年同四半期比   1.9％増) 
  

③ その他 

木材事業、建設業、運送・倉庫事業をはじめとするその他事業につきましては、全体的に外部受

注が減少したことにより減収減益となりました。 

 以上の結果、その他の事業の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高     4,375百万円(前年同四半期比   1.6％減) 

営業利益     114百万円(前年同四半期比  48.5％減) 
  

(2) 財政状態の分析 

総資産は、前連結会計年度末に比べて4,848百万円増加し、337,843百万円となりました。これは、

主として株式取得等により投資有価証券が14,057百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が5,972

百万円減少したこと、減価償却等により有形固定資産が5,105百万円減少したことによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べて763百万円増加し、181,054百万円となりました。これは、主と

して有利子負債が6,361百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が2,608百万円減少したこと、未払

法人税等が2,165百万円減少したことによるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて4,085百万円増加し、156,789百万円となりました。これは、

主として四半期純利益による利益剰余金の増加によるものです。 
  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前第２四半期連結累計

期間末に比べ10,567百万円増加し、22,102百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は10,467百万円（前第２四半期連結累計期間比11.3％減）となりま

した。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益7,040百万円、減価償却費10,183百万円、持分法

による投資利益4,117百万円、売上債権の減少額5,972百万円、たな卸資産の増加額3,429百万円、

仕入債務の減少額3,132百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、16,422百万円（前第２四半期連結累計期間比337.8％増）とな

りました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出54,109百万円、投資有価証券の売却による収入

48,490百万円、子会社株式の取得による支出6,710百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は5,019百万円（前第２四半期連結累計期間は8,680百万円の支出）

となりました。 

これは主に、コマーシャル・ペーパーの純増加額4,000百万円、長期借入れによる収入10,546百

万円、長期借入金の返済による支出7,748百万円であります。 
  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、そ

の内容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。 
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①当社の基本方針の内容の概要 

当社は、先進の技術と従業員の強固な信頼関係をベースとして、環境負荷を低減した紙素材の提供

を通して、顧客・株主・取引先・地域社会等に貢献できる会社となり、同時に企業価値の長期安定的

な向上を図ることを、経営の最重要課題と認識しております。従いまして、当社の財務及び事業の方

針の決定を支配する者は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければ

ならないと考えております。 

当社は、株式の大量買付であっても、当社自身の企業価値を増大させ、株主共同の利益を向上させ

るものであれば、これを一概に否定するものではありません。会社の支配権の移転については、最終

的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと認識しております。 

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て却って企業価値ひいては株主共同の

利益を毀損するもの、株主に株式売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株

主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための充分な時

間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なか

らず見受けられます。 

当社の属する製紙産業は、設備の投資から回収まで長期間を要するものであり、中長期的視点での

経営判断が必要とされます。当社は適宜・適切な設備投資を実施し、国際競争力を確保して参りまし

たが、こうした努力が当社の株式の大量買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられなく

てはなりません。また、当社の競争力の源泉は設備の比較優位性だけでなく、需要家の皆様から当社

製品の品質と短期間での納品をはじめとしたお客様の要請に応えるきめ細かなサービスに対して、多

くのご支持を頂いていることにあります。さらに、当社グループ従業員の一体感を持った、高いモチ

ベーションや、当社とその事業がなされる地域社会との関係も重要と考えられます。これらが当社の

企業価値、ひいては株主共同の利益の確保・向上にとって不可欠であると考えております。 

当社としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社の企業価値の源

泉を十分に理解したうえで、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上さ

せる者でなければならないと考えております。従いまして、当社の企業価値、ひいては株主共同の利

益を毀損するおそれのある株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者として不適切であると考えます。 
  

②基本方針実現に資する特別な取組みの概要 

当社グループは、明治40年の創業以来、一貫して紙素材を社会に提供することにより、社会経済の

発展と生活文化の向上に努めております。また、国際的な競争力を有し、持続的な成長を可能とする

ことにより企業価値の長期安定的な向上を図ることを、経営の最重要課題と捉えております。そのた

め、平成20年４月より平成23年３月まで中期経営計画「Value up - 10」に取り組んでまいりました

が、いかなる事業環境下においても持続的な成長を目指し、さらに企業価値を向上させるため、2020

年（平成32年）を目標とする長期経営ビジョン「Vision 2020」のファーストステップとして、平成

23年４月より新中期経営計画「Ｇ－１st（ジー・ファースト）」をスタートさせました。ここで掲げ

た基本方針、経営目標を実現することにより、企業価値、ひいては株主共同の利益の向上に努めてま

いります。 
  

③基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

とを防止するための取組みの概要 

当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買

収防衛策）」（以下「本プラン」という。）の更新を決議し、同年６月25日開催の第172回定時株主

総会において、本プランは株主の皆様のご承認をいただき、更新されました。 
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本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株式の

20％以上の買付等が行われる場合に、買付者等に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求

め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う期間を確保した上で、株主に対して当社

経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めるもので

す。 

買付者等が、本プランに定める手続に従うことなく買付等を行う場合や、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合など、買付等が本プラ

ンに定められた客観的な発動要件に該当し、対抗措置を発動することが相当であると認められる場合

は、当社は、会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置（以下「対抗

措置」という。）をとり、当該買付等に対抗することがあります。当社取締役会は、具体的にいかな

る対抗措置を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択するこ

ととしますが、現時点における具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うことを予

定しており、その場合には、当該買付者等による権利行使は認められないなどの差別的行使条件及び

当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得するなどの差別的取得条項が付され

た新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降

に規定されます。）により割り当てます。 

なお、対抗措置の発動、不発動または中止等の判断については、当社取締役会の恣意的判断を排す

るため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、株主に対

して適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。 

本プランの有効期間は、平成25年３月期に係る定時株主総会の終結時までとし、本プランの有効期

間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを変更または廃止する旨の決議が行われた

場合には、本プランは当該決議に従いその時点で変更または廃止されます。また、当社取締役会によ

り本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されます。 

本プランの導入（更新）時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株

主及び投資家の皆様の権利に直接具体的な影響が生じることはありません。他方、対抗措置が発動さ

れ、新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予約権の行使及び行使価額相当の金

銭の払込みを行わないと、他の株主の皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式が

希釈化することになります。ただし、当社は、買付者等以外の株主の皆様から本新株予約権を取得

し、それと引換えに当社株式を交付することがあります。当社が係る取得の手続を取った場合、買付

者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせずに当社株式を受

領することとなり、その保有する当社株式の希釈化は原則として生じません。 

なお、本プランの概要は上記のとおりですが、本プランの詳細については平成22年５月14日付の当

社プレスリリースにて公表いたしております。 
  

④上記の取組みに対する取締役会の判断及びその理由 

本プランは、当社株式に対する買付等が行われた場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の

皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株

主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。従いまして、本プラン

は、当社の基本方針に沿うものであって、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企

業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業

価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）も

完全に充足しています。  
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当社は、本プランの導入にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プ

ランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置しており

ます。独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役もしくは社外

監査役または社外の有識者のいずれかに該当する委員３名以上により構成されます。また、独立委員

会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共

同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。本プランの発

動については、予め定められた合理的な客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定

されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえま

す。 

このように、本プランは高度の合理性を有しており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資

するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。  

  
(5) 研究開発活動 

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は435百万円であります。 

なお、当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

  
(6) 主要な設備 

前連結会計年度末において計画中であった江門星輝造紙有限公司（中国広東省）における白板紙製

造設備建設工事（第１期）について、完了予定年月を平成25年11月から平成26年４月に変更しており

ます。 
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第３ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

   当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 
  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、500株であります。 

     ２ 新株予約権の目的となる株式の数 

        新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」といいます。）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当

社普通株式の無償割当てを含みます。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合に

は、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。 

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000 

計 500,000,000 

種類
第２四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成24年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 209,263,814 209,263,814 
東京証券取引所 
(市場第一部)

単元株式数は500株であ
ります。 

計 209,263,814 209,263,814 ― ―

決議年月日 平成24年６月29日

新株予約権の数(個) 307（注）１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 153,500（注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり１ 

新株予約権の行使期間 平成24年７月18日～平成39年７月17日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 
発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    315 
資本組入額   158 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとします。 

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４
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       調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率 

     調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力

発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少し

て資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる

場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、

当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以降、

当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合に

は、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。 

    付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株

予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」といいます。）に通知または

公告いたします。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後

速やかに通知または公告いたします。 

   ３ 新株予約権の行使の条件 

 (1)新株予約権者は、新株予約権割当日の翌日から１年後または当社取締役の地位を喪失した日の、いずれ

か早い日から行使することができます。 

 (2)新株予約権者は、当社取締役の地位を喪失した日の翌日から起算して５年が経過したときには、以後新株

予約権を行使することができないものとします。 

 (3)前記(1)にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、以下に定める場合（ただ

し、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移

転計画において定められている場合を除きます。）には、以下に定める期間内に限り新株予約権を行使で

きるものとします。 

    当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移

転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなさ

れた場合）・・・当該承認日の翌日から15日間 

 (4)前記(1)及び(2)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しません。 

 (5)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとしま

す。  

 (6)その他の条件については、新株予約権総数引受契約に定めるところによるものとします。  

     ４ 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 

      当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限ります。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当

社が分割会社となる場合に限ります。）または株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社とな

る場合に限ります。）（以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。）をする場合には、組織再編

行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社

の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立

の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の

日をいいます。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」といいま

す。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで

に掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」といいます。）の新株予約権をそれぞれ交付することといたし

ます。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。 
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  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付いたします。 

  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

再編対象会社の普通株式とします。 

  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定いたします。 

 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に前

記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とし

ます。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編

対象会社の株式１株当たり１円とします。 

  ⑤新株予約権を行使することができる期間 

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。 

 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

イ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げます。 

ロ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記イ記載の資本

金等増加限度額から前記イに定める増加する資本金の額を減じた額とします。 

  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとしま

す。 

  ⑧新株予約権の取得条項 

  以下のイ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、

取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得すること

ができます。 

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

ロ 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案 

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

ニ  当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案 

ホ  新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承

認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得す

ることについての定めを設ける定款の変更承認の議案 

  ⑨その他の新株予約権の行使の条件 

    前記新株予約権の行使の条件に準じて決定いたします。 
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

     該当事項はありません。 

  
(4) 【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

  
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  
(6) 【大株主の状況】 

 
(注)１ 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(三井住友信託銀行再信託分・王子製紙㈱退職給付信託口)については、

王子製紙㈱が所有していた当社株式を退職給付信託として委託した信託財産であり、議決権は王子製紙㈱の

指図により行使されることとなっております。 

    ２ 王子製紙㈱は、平成24年10月１日付で王子ホールディングス㈱に商号変更しております。 

  ３ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ投信株式会社及び、三菱ＵＦＪモルガン・

スタンレー証券株式会社から平成24年１月16日付で提出された大量保有報告書により、平成24年１月９日現

在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点にお

ける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

    なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式 
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高 
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成24年９月30日 ― 209,263 ― 42,020 ― 45,435 

  平成24年９月30日現在 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内２丁目３－１ 51,740 24.72 

日本マスタートラスト信託銀行
㈱(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11番３号 14,039 6.71 

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８－11 8,462 4.04 

日本興亜損害保険㈱ 東京都千代田区霞が関３丁目７－３ 5,699 2.72 

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱(三井住友信託銀行再信託
分・王子製紙㈱退職給付信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８－11 5,614 2.68 

ML INTL EQUITY DERIVATIVES 
(常任代理人 メリルリンチ日本
証券㈱） 

MERRILL  LYNCH  FINANCIAL  CENTRE,2  KING 
EDWARD STREET,LONDON EC１A １HQ 
（東京都中央区日本橋１丁目４－１） 

5,030 2.40 

大王製紙㈱ 愛媛県四国中央市三島紙屋町２－60 4,286 2.05 

㈱第四銀行 
新潟県新潟市中央区東堀前通７番町 
1071番地１ 

4,217 2.02 

㈱北越銀行 新潟県長岡市大手通２丁目２番地14 4,215 2.01 

北越紀州持株会 東京都中央区日本橋本石町３丁目２－２ 3,643 1.74 

計 ― 106,949 51.11 

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

(千株)
株券等保有割合 

(％)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 6,894 3.29 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 1,650 0.79 

三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社 

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 1,958 0.94 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

   

 
  

② 【自己株式等】 

   

 
  

該当事項はありません。 

  

   平成24年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 
― ― 普通株式 

3,521,500 
(相互保有株式) 

― ― 普通株式 
1,415,000 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

405,376 ― 
202,688,000 

単元未満株式 
普通株式 

― ― 
1,639,314 

発行済株式総数 209,263,814 ― ― 

総株主の議決権 ― 405,376 ― 

   平成24年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式)      

北越紀州製紙㈱ 
新潟県長岡市西蔵王 
３丁目５－１ 

3,521,500 ― 3,521,500 1.68 

(相互保有株式)      

北越紀州販売㈱ 
東京都千代田区神田錦町 
３丁目３ 

1,351,500 ― 1,351,500 0.65 

北越協立㈱ 
新潟県新潟市北区島見町 
4936 

40,000 ― 40,000 0.02 

㈱ニッカン 
新潟県長岡市西蔵王 
３丁目５－１ 

23,500 ― 23,500 0.01 

計 ― 4,936,500 ― 4,936,500 2.36 

２ 【役員の状況】
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第４ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１

日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,158 22,152

受取手形及び売掛金 ※２  68,679 ※２  62,707

商品及び製品 17,132 20,140

仕掛品 1,736 1,828

原材料及び貯蔵品 12,462 12,792

その他 5,077 4,196

貸倒引当金 △88 △57

流動資産合計 128,157 123,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 70,461 70,819

減価償却累計額 △37,315 △38,393

建物及び構築物（純額） 33,145 32,426

機械、運搬具及び工具器具備品 372,912 374,587

減価償却累計額 △265,802 △272,446

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 107,110 102,141

その他（純額） 30,129 30,711

有形固定資産合計 170,385 165,279

無形固定資産 1,173 1,230

投資その他の資産   

投資有価証券 25,627 39,685

その他 7,649 7,886

投資その他の資産合計 33,277 47,572

固定資産合計 204,836 214,083

資産合計 332,994 337,843
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２  27,538 ※２  24,930

短期借入金 45,685 44,517

コマーシャル・ペーパー 12,000 16,000

1年内償還予定の社債 300 －

未払法人税等 2,591 426

引当金 2,926 2,856

その他 ※２  12,262 ※２  12,618

流動負債合計 103,304 101,348

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 24,538 28,704

退職給付引当金 13,172 13,124

その他の引当金 777 731

負ののれん 4,436 3,545

資産除去債務 1,481 1,483

その他 2,579 2,116

固定負債合計 76,986 79,705

負債合計 180,290 181,054

純資産の部   

株主資本   

資本金 42,020 42,020

資本剰余金 45,481 45,481

利益剰余金 64,761 69,969

自己株式 △2,317 △2,676

株主資本合計 149,946 154,795

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 862 5

繰延ヘッジ損益 △42 △45

為替換算調整勘定 3 31

その他の包括利益累計額合計 823 △8

新株予約権 37 62

少数株主持分 1,896 1,940

純資産合計 152,703 156,789

負債純資産合計 332,994 337,843

― 16 ―



 (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
  【四半期連結損益計算書】 
  【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 115,857 104,789

売上原価 95,598 87,093

売上総利益 20,258 17,696

販売費及び一般管理費 ※１  15,508 ※１  15,480

営業利益 4,749 2,216

営業外収益   

受取利息 3 20

受取配当金 380 370

負ののれん償却額 891 891

持分法による投資利益 29 ※２  4,117

助成金収入 823 651

その他 518 768

営業外収益合計 2,646 6,820

営業外費用   

支払利息 580 468

為替差損 108 247

その他 224 229

営業外費用合計 913 945

経常利益 6,482 8,091

特別利益   

固定資産売却益 227 45

投資有価証券売却益 － 29

負ののれん発生益 1,535 －

受取保険金 823 －

保険差益 － 18

その他 0 4

特別利益合計 2,586 98

特別損失   

固定資産除売却損 497 483

減損損失 68 33

投資有価証券評価損 1,233 612

関係会社整理損 48 －

災害による損失 1,143 －

その他 5 19

特別損失合計 2,996 1,148

税金等調整前四半期純利益 6,072 7,040

法人税、住民税及び事業税 103 614

法人税等調整額 △3,102 △38

法人税等合計 △2,998 576

少数株主損益調整前四半期純利益 9,071 6,464

少数株主利益 9 30

四半期純利益 9,062 6,434
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,071 6,464

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △149 △854

繰延ヘッジ損益 8 △4

為替換算調整勘定 △3 48

持分法適用会社に対する持分相当額 30 △2

その他の包括利益合計 △113 △812

四半期包括利益 8,957 5,651

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 8,949 5,602

少数株主に係る四半期包括利益 7 49
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 6,072 7,040

減価償却費 11,083 10,183

減損損失 68 33

のれん償却額 － 12

負ののれん償却額 △891 △891

負ののれん発生益 △1,535 －

受取保険金 △823 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 132 △48

受取利息及び受取配当金 △383 △391

支払利息 580 468

持分法による投資損益（△は益） △29 △4,117

投資有価証券評価損益（△は益） 1,233 612

固定資産除売却損益（△は益） 270 437

売上債権の増減額（△は増加） △5,872 5,972

たな卸資産の増減額（△は増加） △633 △3,429

未収消費税等の増減額（△は増加） 169 122

仕入債務の増減額（△は減少） 2,645 △3,132

未払消費税等の増減額（△は減少） 370 △631

その他 △10 210

小計 12,446 12,451

利息及び配当金の受取額 395 404

利息の支払額 △597 △472

法人税等の支払額 △441 △2,746

保険金の受取額 － 830

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,803 10,467

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △10 △54,109

投資有価証券の売却による収入 － 48,490

有形固定資産の取得による支出 △4,125 △3,789

有形固定資産の売却による収入 351 90

子会社株式の取得による支出 － △6,710

貸付けによる支出 △36 △130

貸付金の回収による収入 36 169

事業譲受による支出 － △308

その他 33 △123

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,751 △16,422
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △9,475 200

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 9,000 4,000

長期借入れによる収入 － 10,546

長期借入金の返済による支出 △6,831 △7,748

社債の償還による支出 － △300

配当金の支払額 △1,230 △1,226

少数株主からの払込みによる収入 307 －

少数株主への配当金の支払額 △3 △5

自己株式の取得による支出 △2 △2

その他 △445 △444

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,680 5,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49 △120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △678 △1,055

現金及び現金同等物の期首残高 11,194 23,158

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 1,019 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  11,535 ※1  22,102
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】 
  

 
  
【会計方針の変更等】 

  

 
  
【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 １ 連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金等の債務保証を行っております。 

   

     （注） 連帯保証による保証債務のうち当社負担額は73百万円であります。 

  
※２ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処

理しております。 

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間

末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高から除かれております。 
  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 
  

 
  

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

持分法適用の範囲の重要な変更 

当第２四半期連結会計期間より、株式の取得に伴い大王製紙株式会社を持分法適用の範囲に含めております。

なお、みなし取得日を当第２四半期連結会計期間末としているため、当第２四半期連結会計期間は持分法を適用

したことに伴って発生した負ののれんを「持分法による投資利益」として計上しており、当該持分法の適用は、

当四半期連結会計期間の属する連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与える見込みであります。 

当第２四半期連結累計期間 
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

日伯紙パルプ資源開発
㈱(注) 

6,199百万円 特別住宅資金(従業員) 0百万円 

特別住宅資金(従業員) 4   

計 6,203百万円 計 0百万円 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日) 

受取手形 1,408百万円 1,098百万円 

支払手形 979 1,119 

設備関係支払手形 11 60 

 
前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年９月30日) 

運送費 7,169百万円 6,311百万円 

販売諸費 3,341 3,538 

給料及び手当 1,845 2,034 

賞与引当金繰入額 463 590 

退職給付費用 166 200 
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※２ 持分法による投資利益 

   当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

大王製紙株式会社の株式を取得し、持分法を適用したことに伴って発生した負ののれん4,096百

万円を含んでおります。 

 なお、負ののれんの金額は暫定的に算定しております。 

  
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係は、次のとおりであります。 
  

 
  

(株主資本等関係) 

前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

 
(注) 配当金の総額には、連結子会社への配当金支払額８百万円を含んでおります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

１．配当金支払額 

  

 
(注) 配当金の総額には、連結子会社への配当金支払額８百万円を含んでおります。 

  

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

  

 
(注) 配当金の総額には、連結子会社への配当金支払額８百万円を含んでおります。 

  

 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

現金及び預金 11,535百万円 22,152百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ― △50 

現金及び現金同等物 11,535百万円 22,102百万円 

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 1,230 6.00 平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年11月14日 
取締役会 

普通株式  (注)  1,230 6.00 平成23年９月30日 平成23年12月７日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 (注) 1,234 6.00 平成24年３月31日 平成24年６月30日 利益剰余金

決議 株式の種類
配当金の総額 
(百万円)

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月14日 
取締役会 

普通株式 (注) 1,234 6.00 平成24年９月30日 平成24年12月７日 利益剰余金
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、諸資材の販

売、不動産売買、運送・倉庫業、古紙卸売業等を含んでおります。 

  ２ セグメント利益の調整額402百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。 

  ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（重要な負ののれん発生益）  

 「紙パルプ事業」セグメントにおいて、丸大紙業株式会社は、同社による自己株式の取得により完全子会

社となりました。なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第２四半期連結累計期間において

は1,535百万円であります。  

  
Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材事業、建設業、不動産売買、

運送・倉庫業、古紙卸売業等を含んでおります。 

  ２ セグメント利益の調整額300百万円はセグメント間取引消去に伴う調整等であります。 

  ３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

     （単位：百万円） 

 

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

紙パルプ 
事業

パッケージ
ング・紙加
工事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 100,869 10,538 111,408 4,449 115,857 ― 115,857 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

888 140 1,029 13,750 14,780 △14,780 ― 

計 101,758 10,679 112,438 18,199 130,637 △14,780 115,857 

セグメント利益 3,767 357 4,124 221 4,346 402 4,749 

     （単位：百万円） 

 

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

紙パルプ 
事業

パッケージ
ング・紙加
工事業

計

売上高        

  外部顧客への売上高 89,658 10,755 100,413 4,375 104,789 ― 104,789 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

1,114 94 1,208 13,787 14,995 △14,995 ― 

計 90,772 10,849 101,622 18,162 119,785 △14,995 104,789 

セグメント利益 1,437 364 1,801 114 1,915 300 2,216 

― 23 ―



  
(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及

び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

項目 (自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日) 

前第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(1) １株当たり四半期純利益金額 44円37銭 31円51銭 

    (算定上の基礎)   

    四半期純利益金額(百万円) 9,062 6,434 

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 9,062 6,434 

    普通株式の期中平均株式数(千株) 204,255 204,209 

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 44円36銭 31円48銭 

    (算定上の基礎)   

    四半期純利益調整額(百万円) ― ― 

    普通株式増加数(千株) 22 150 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要 

― ― 

― 24 ―



  

第175期(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)中間配当については、平成24年11月14日開催の

取締役会において、平成24年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。 

  ①配当金の総額                  1,234百万円 

  ②１株当たりの金額                   6円00銭 

  ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成24年12月７日     

  

  

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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平成24年11月14日

北越紀州製紙株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

   

   

  
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北

越紀州製紙株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期
間(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成
24年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算
書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを
行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北越紀州製紙株式会社及び連結子会社の平
成24年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ
た。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任 あずさ監査法人 

指定有限責任社員
 業務執行社員 

 公認会計士    福 田   厚     印 

指定有限責任社員
 業務執行社員 

 公認会計士    上 野 直 樹     印 

指定有限責任社員
 業務執行社員 

 公認会計士    永 井   勝     印 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年11月14日 

【会社名】 北越紀州製紙株式会社 

【英訳名】 HOKUETSU KISHU PAPER CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ＣＥＯ  岸 本 晢 夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 ――――― 

【本店の所在の場所】 新潟県長岡市西蔵王三丁目５番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

  

  



当社代表取締役社長ＣＥＯ岸本晢夫は、当社の第175期第２四半期(自 平成24年７月１日 至 平成24

年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認い

たしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】




